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認定申請・届出等にともない、八王子市にご提出いただいた事前計画書を含む、一切の資料

・書類等は、事前相談段階のものであっても、第三者から八王子市情報公開条例に基づく開示

請求があった場合は、原則、開示対象となります。 

情報公開請求に関する教示について 
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第１章 事前計画書について 

 

１ 事前計画書の目的 

事前計画書は、申請後の審査で基準不適合になりやすい項目等について、あらかじ

め内容を確認･指導することにより、円滑に手続きを進める事を目的としています。 

 

２ 事前計画書の提出から許可申請又は届出まで 

事前計画書の提出後、提出された事前計画書の内容を審査します。施設が基準に適

合している場合には、施設の建設等をしていただきます。完成後、当該施設について

現地審査を行い、施設が計画書どおりであることを確認した後、申請又は届出を行っ

ていただきます。事前計画書の内容や建設された施設が、基準に適合していないと判

断した場合には、適合するように修正･補修等を行っていただきます。  

なお、二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例認定（以下、単に「認定」と

いいます）時に申請者の能力等（経理的基礎、欠格条項等）が基準に適合していない

場合には、事前計画書どおり法の基準に適合する施設が完成していても、不許可処

分となります。  

 

３ 有効期間等 

この事前計画書の有効期間は、提出から３ヶ月間です。有効期間内に、基準に適合

するよう建設又は補修等が行われていない場合や、市に対し連絡がない場合は、ご提

出いただいた事前計画書は失効することがありますので、ご注意ください。  

 

（参考）事前計画書提出が必要な場合（例）  

新規認定申請  新たに認定を受けるとき。 

変更認定申請  （次の事項の変更は、事前計画書提出が必要です）  

・産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設（積替え又は保

管の場所を含む。）  

・処分の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日、処理

能力、処理方式、構造及び設備の概要  

・積替え保管場所の所在地、面積  

・積替え保管を行う産業廃棄物の種類  

 

（次の事項の変更は、事前計画書が不要です） 

・産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する事業者の名称  

・産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う事業者の名称  

・収集、運搬又は処分を行う産業廃棄物の種類  

・収集、運搬又は処分の範囲  

・産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う区域  

・産業廃棄物の収集、運搬又は処分の内容  

・産業廃棄物の処分に伴い生ずる廃棄物（再生品を除く。）の種類、

性状 

・収集又は運搬の用に供する施設の種類  

 

変更届  事前計画書の提出は不要です。  
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４ 手続きの流れ 
 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者：事前計画書を市に提出  

申請者：市に事前相談  

市：事前計画書の審

査 

適合 

申請者：工事等着手・施設完成  

市：現地審査  

適合 

申請者：認定申請書を提出 

不適合  
申請者：書類・計画の修正 

不適合  

申請者：指導内容の実施 

    ・施設の補修等  

市：内容審査  

認定 

市：認定証の交付  

市：不認定処分通知書の交付  
不認定  
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５ 提出方法 

・提出は予約制です。あらかじめ電話で予約の上、ご来庁ください。 

・郵送での受付は行っておりません。 

・電話受付時間は９時から１７時までです。（１２時から１３時を除く） 

・提出部数は、正副２部です。（副本は、正本をコピーしたもので構いません） 

・施設が複数ある場合は、施設ごとに事前計画書を作成してください。 

・事前計画書は、左側に２穴を開け、紙フラットファイル  

に綴る又は綴じひもで綴じ、インデックスを付けてくださ  

い。 

 

 

 

６ 提出先 

 事前計画書は下記の窓口へ提出してください。 

施設の場所  提出先  

 

 

 

 

八王子市内のみ 

 

八王子市 環境部 廃棄物対策課 庶務・審査担当 

〒１９２－８５０１    

 東京都八王子市元本郷町３－２４－１   

 本庁舎事務棟２階 

 ＪＲ中央線 西八王子駅 北口から徒歩２０分 

電話 ０４２－６２０－７４５８    

FAX   ０４２－６２２－７２６２    
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第２章 事前計画書の作成 

 

必要な書類は下記のとおりです。 

提出書類  様式の番号  省略 
記載例の  

ページ  

1 □ 事前計画書表紙  様式１   Ｐ.１７  

2 □ 市許可証の写し（他の許可を含む）  ―  ― 

3 □ 保管場所一覧  様式２   Ｐ.１８  

4 □ 変更事項に関する書類  様式３   Ｐ.１９  

5 □ 変更事項に関する図面  ―  Ｐ.２０  

6 □ 施設の案内図  ― ○ Ｐ.２２  

7 □ 用途地域を示す図面  ― ○ Ｐ.２３  

8 □ 施設の周辺図  ― ○ Ｐ.２４  

9 □ 施設内配置図（排水溝含む）  ―  Ｐ.２５  

10 □ 写真撮影場所を示す図面 ― ○ Ｐ.２６  

11 □ 施設及び施設周辺の写真 ― ○ ― 

12 □ 積替え保管を行う産業廃棄物の一覧表  様式４   Ｐ.２７  

13 □ 作業手順説明書  様式５   Ｐ.２８  

14 □ 保管場所の図面及び容量計算  様式６   Ｐ.２９  

15 □ 保管容器のカタログ等  ―  ― 

16 □ 施設清掃に関する説明  様式７   Ｐ.３１  

17 □ 生活環境の保全対策に関する説明  様式８   Ｐ.３２  

18 
□ 生活環境の保全対策に関する設備の  

場所を示した図面  
―  Ｐ.３３  

19 
□ 生活環境の保全対策に関する写真及び  

図面 
―  ― 

20 
□ 使用権原を証明する書類等 

（土地、建物、公図）  
― ○ ― 

21 □ 重機一覧表、重機の写真 ―  ― 

22 
□ 関係法令に関する書類  

（環境確保条例）  
―  ― 

23 
□ 関係法令に関する書類  

（その他）  
―  ― 

24 
□ 施設近隣住民等への説明内容に関する  

書類 
― ○ ― 

25 □ 説明対象者を示す図面  ― ○ ― 

26 □ 同意書、協定書、説明経過書  ― ○ ― 
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１ 事前計画書表紙（記載例Ｐ.１７）様式１ 

① 積替え保管を行う事業者  

・法人名、代表者氏名、本店所在地、電話番号、ＦＡＸ番号を記載してください。  

 

② 申請の区分  

・取り扱う産業廃棄物の種類を○で囲んでください。  

・新規許可、変更許可のうち該当する項目を○で囲んでください。  

 

③積替え保管施設の所在地  

申請に係る積替え保管施設の所在地を記載してください。  

 

④用途地域  

申請に係る積替え保管施設設置場所の用途地域を記載してください。  

 

⑤作業時間          

・申請に係る積替え保管施設の作業時間を記載してください。  

・作業時間は、指定作業場設置届出又は工場認可申請と同じ時間を記載してください。 

※指定作業場設置届出、工場認可申請については、Ｐ .１１「２２ 関係法令に関す

る書類（環境確保条例）」参照   

 

⑥申請の内容   

この欄の内容については、「３ 保管場所一覧（様式２）」に記載してください。  

 

⑦積替え保管施設に関する変更事項       

変更事項の有無について「有・無」のどちらか該当するものを○で囲んでください。

（新規認定申請以外）         

 

⑧積替え保管施設の面積  

積替え保管施設の面積は、基本的には敷地面積を指します。ただし、施設の設置状況

によっては異なる場合がありますので、具体的にどの面積を記載するかについては、市

にお問合せください。  

 

⑨八王子市における産業廃棄物収集運搬業許可（積替え保管を含む）の有無  

・八王子市における、他の許可（産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬

業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物処分業）の取得の有無について、「有・無」

のどちらか該当するものを○で囲んでください。  

・「有」の場合は、許可番号を括弧内に記載してください。  

・「有」の場合において、その許可を受けた場所で積替え保管をする場合、５ページの

一覧中  6、7、8、10、11、20、24、25、26 は不要です。  
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⑩石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等の取り扱いの有

無  

・石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等の収集運搬の有

無について、「収集運搬」欄の「有・無」のどちらか該当するものを○で囲んでくださ

い。  

・積替え保管施設における、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有

ばいじん等の積替え保管の有無について、「積替え保管」欄の「有・無」のどちらか該

当するものを○で囲んでください。  

 

⑪担当者  

・担当者の氏名、電話番号を記載してください。  

・行政書士の方が提出する場合は、行政書士及び申請者側の担当者の両者について記載

してください。  

 

 

２ 市許可証の写し 
・変更申請の場合、認定証の写しを添付してください。  

・新規申請の場合、八王子市において産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集

運搬業を取得している場合は、その許可証の写しを添付してください。   

          

    

３ 保管場所一覧（記載例Ｐ.１８）様式２ 

 保管場所ごとに記載してください。 

 

①番号   

各保管場所に番号を付けてください。  

 

②積替え保管を行う産業廃棄物の種類  

・当該保管場所で保管を行う産業廃棄物の種類を記載してください。  

・混合廃棄物等、同一保管場所に複数の産業廃棄物を保管する場合は、当該保管場所で

保管を行う全ての産業廃棄物の種類を記載してください。（記載例Ｐ.１８の「番号８」

欄参照）。 

 

③保管方法 

・容器を使用せず保管する場合は、「直置き」と記載してください。  

・容器を使用して保管する場合は、容器の種類及び個数（単位は「個」又は｢本｣）を記

載してください。 

 

④保管容量 

・各保管場所の保管容量を記載してください。 

・単位は「㎥」で記載してください。 

 

⑤屋内外 

各保管場所が屋内、屋外のどちらであるかについて記載してください。 
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４ 変更事項に関する書類（記載例Ｐ.１９）様式３  

積替え保管施設に変更事項がある場合に記載してください。 

①保管場所に関する変更事項 

・保管場所に関する変更事項（位置の変更、保管量の変更、品目の追加等）を記載して

ください。 

・「番号」欄には、当該変更事項のある保管場所について「３ 保管場所一覧」で付け

た番号を記載してください。 

 

②その他の変更事項 

「保管場所に関する変更事項」に該当しない変更事項について記載してください。 

 

５ 変更事項に関する図面（記載例Ｐ.２０～２１） 

・積替え保管施設に変更事項がある場合、変更前後の施設を比較することができる図面

を添付してください。 

・また、図面中の各保管場所に、「３ 保管場所一覧」で付けた番号を記載してくださ

い。 

 

６ 施設の案内図（記載例Ｐ.２２）       

施設周辺の幹線道路、鉄道、その他目印になるものを示した地図を添付してください。 

 

７ 用途地域を示す図面（記載例Ｐ.２３） 

申請に係る積替え保管施設及び周辺の用途地域が分かる地図を添付してください

（「６ 施設の案内図」と同じ地図を使用し、用途地域ごとに色分けしたものを添付し

ても差し支えありません）。 

 

８ 施設の周辺図（記載例Ｐ.２４） 

申請に係る積替え保管施設周辺の状況が分かる地図（住宅地図等）を添付してくださ

い。 

 

９ 施設内配置図（記載例Ｐ.２５） 

・施設内のレイアウト（施設の塀、門扉、建物、搬出入口、掲示板、保管場所、作業場

所、選別場所、排水溝、オイルトラップ、排水の放流先、散水設備等）が分かる図面を

添付してください。 

・図面中に床面の材質（コンクリート、耐薬品性、耐油性等）を記載してください。 

・敷地及び建物については、寸法を記載してください。 

・図面中の各保管場所に、「３ 保管場所一覧」で付けた番号を記載してください。 

 

１０ 写真撮影場所を示す図面（記載例Ｐ.２６） 

「９ 施設内配置図」と同じ図面を使用し、「１１ 施設及び施設周辺の写真」で添

付した写真の撮影場所を図面中に示してください。 
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１１ 施設及び施設周辺の写真 
・施設周辺、施設外観、施設内設備（保管場所、保管容器、作業場所、排水溝、オイル

トラップ等）、掲示板の写真を添付してください。 

・新規認定申請等で、まだ施設が設置されていない場合は、施設設置予定場所の現況写

真を添付してください。 

 

 

１２ 積替え保管を行う産業廃棄物の一覧表（記載例Ｐ.２７）様式４ 

①廃棄物の種類 

 積替え保管を行う産業廃棄物の種類を記載してください。 

 

②搬入者、搬出者 

・廃棄物の搬入・搬出を誰が行うかについて、「自者」または「他者」のどちらか一方

又は両方を○で囲んでください。 

・搬出と搬入のどちらか一方は、必ず自者のみで行ってください。 
 

③主な搬出先 

・積替え保管施設からの主な搬出先を記載してください。 

・産業廃棄物処理業者の場合は、その名称及び許可番号を記載してください。 

・売却を行う場合は、売却先の名称を記載してください。 

 

④主な排出元 

主な排出事業者の業種等を記載してください。 

 

⑤主な品名 

積替え保管を行う廃棄物の、具体的な名称（ペットボトル、パソコン、写真廃液等）

を記載してください。 

 

⑥一日あたりの平均的な搬出入量 

・一日あたりの平均的な搬出入量を記載してください。 

・実績がない場合は、想定される搬出入量を記載してください。 

 

１３ 作業手順説明書（記載例Ｐ.２８）様式５ 

①手選別、手解体、有価物の抜き取り 

積替え保管施設における、各作業の有無について、「有・無」のどちらか該当するも

のを○で囲んでください。 

 

②作業内容 

搬入から搬出までの、具体的な作業内容を記載してください。 
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１４ 保管場所の図面及び容量計算（記載例Ｐ.２９～３０）様式６  

 保管場所ごとに記載してください。 

 

①番号 

保管場所ごとに、「３ 保管場所一覧」で付けた番号を記載してください。 

 

②保管方法 

・容器を使用せず保管する場合は、「直置き」と記載してください。 

・容器を使用して保管する場合は、容器の種類及び個数を記載してください。 

 

③保管場所の図面 

【容器を使用せず保管する場合】 

保管場所の図面（正面図、平面図、側面図）及び寸法（内寸法）を記載してください。 

 

【容器を使用して保管する場合】 

・容器の図面（正面図、平面図、側面図）、寸法（内寸法）、容器の材質を記載してく

ださい。 

・容器を設置する場所の図面（正面図、平面図、側面図）及び容器の設置方法（何段積

みにするのか、等）、最大保管高さを記載してください。 

・廃油、廃酸、廃アルカリ等、容器を防液堤に収納して保管するものについては、防液

堤についても図面（正面図、平面図、側面図）、寸法（内寸法）、防液堤の材質を記載

してください。 

 

④保管場所の容量計算 

保管する産業廃棄物の容量及び容量の算出方法を記載してください。 

 

１５ 保管容器のカタログ等 
保管容器及び防液堤のメーカーカタログ等を添付してください。 

 

１６ 施設清掃に関する説明（記載例Ｐ.３１）様式７ 

清掃を行う対象（保管場所、保管容器、排水溝等）ごとに、清掃頻度と清掃方法を記

載してください。 

 

１７ 生活環境の保全対策に関する説明（記載例Ｐ.３２）様式８ 

生活環境への影響ごとに、発生が想定される場所と防止対策を記載してください。 

 

１８ 生活環境の保全対策に関する設備の場所を示した図面（記載例Ｐ.３３） 

オイルトラップ、散水設備、脱臭設備等、生活環境の保全対策のための設備がある場

合は、「９ 施設内配置図」と同じ図面を使用し設備の場所を図面中に示してください。 

 

１９ 生活環境の保全対策に関する写真及び図面 
・生活環境の保全対策のための設備（オイルトラップ、散水設備、脱臭設備等）がある

場合は、設備を確認できる写真を添付してください。 

・設備について、メーカーカタログや図面等がある場合は、その写しを添付してくださ

い。 
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２０ 使用権原を証明する書類等（土地、建物、公図）  
 

施設設置場所の用途地域等によっては、使用権原を取得しても積替え保管施設を設置

できないことがあります。あらかじめご相談ください。 

 

【申請者又は届出者が所有者の場合 】 

・土地、建物の登記事項証明書 

・公図の写し 

 

【申請者又は届出者以外が所有者の場合】 

・土地、建物の賃貸借契約書 

・土地、建物の登記事項証明書  

・公図の写し 

・当該土地及び建物を「産業廃棄物の積替え保管施設」として使用することについて、

所有者が認めていることを確認できる書類 

  （例 賃貸借契約書の使用目的にその旨が記載されているもの、承諾書、同意書） 

 

２１ 重機一覧表、重機の写真 
・施設で使用する重機の一覧表を作成し、重機の写真を添付してください。 

・重機にナンバープレートがついている場合は、写真はナンバープレートが確認できる

ように撮影してください。 

・重機の使用権原が確認できる書類を添付してください。 

 

２２ 関係法令に関する書類（環境確保条例） 
積替え保管施設の設置又は変更にあたっては、「都民の健康と安全を確保する環境に

関する条例」に基づき、「指定作業場」に関する届出又は「工場」に関する認可が必要

になります。  

 

・「指定作業場」に関する届出を行った場合は、担当部署の受付印等が入った届出書（そ

の１とその２）の写しと、受理書の写しを添付してください。  

・「工場」の認可に関する申請を行った場合は、担当部署の受付印等が入った申請書（そ

の１とその２）の写しと、認可書の写しを添付してください。  

※具体的な手続きの方法につきましては、八王子市環境部環境保全課までお問い合わせ

ください。  
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２３ 関係法令に関する書類（その他） 
積替え保管施設の建設、営業にあたっては、他法令の許認可、届出等が必要な場合が

あります。 

・他法令に関する申請等を行った場合は、管轄部署の受付印等が入った申請書等の写し

を添付してください。 

・管轄部署の事務手続き上ただちに申請等を行うことができない場合、又は申請等が不

要である旨の確認を行った場合は、当該管轄部署に確認を行った際の議事録を作成し、

添付してください。 

関係法令 添付が必要な書類 担当部署 

建築基準法 

（建築確認） ・建築確認申請書 

（添付書類を含む） 

・確認済証 

・検査済証 

八王子市まちなみ整備部 

建築指導課 ※用途地域等によっては、 

積替え保管施設を設置でき

ない事があります。 

消防法 

（危険物施設等の許可、 

届出） 

・許可申請書 

（添付書類を含む） 

・許可証 

・完成検査済証 

・届出書（添付書類を含む） 
積替え保管施設設置場所を 

管轄する、消防署の担当部署 

火災予防条例 

（少量危険物、指定可燃物 

の届出） 

・届出書（添付書類を含む） 

労働安全衛生法、 

クレーン等安全規則 

（クレーンの設置） 

・クレーン設置報告書 

・自主検査記録 

・点検記録 

・補修の記録 

積替え保管施設設置場所を 

管轄する、労働基準監督署 

その他、積替え保 

管施設の設置等に 

おける関係法令 

手続きを行った際の 

申請書、許可証等 
  

 

２４ 施設近隣住民等への説明内容に関する書類 
・積替え保管施設の設置、施設の変更、許可の更新等にあたっては、施設近隣や搬出入

路沿いの住民、事業者等に対し、施設内容、環境対策等について具体的に説明してくだ

さい。 

・説明を行った内容について記載した書類を提出してください。 

 

【説明内容の例】 

・施設で取り扱う産業廃棄物の具体的な内容 

 ・施設における具体的な作業内容 

 ・廃棄物の飛散及び流出、悪臭、地下浸透、騒音、振動など、生活環境への影響に対す 

る防止対策、万が一発生した場合の対処方法（施設で行う作業だけでなく、車両の搬出 

入により発生するものも含む） 

  ・その他、施設近隣の生活環境保全に必要な事項 
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２５ 説明対象者を示す図面 
「８ 施設の周辺図」と同じ図面を使用し、説明を行った住民等を図面上に示してく

ださい。 

 

２６ 同意書、協定書、説明経過書 
施設近隣住民等から取得した同意書（写し）、協定書（写し）、又は説明経過書を添

付してください。 
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第３章 基準等 
１ 保管容量の考え方 
【容器を使用して保管する場合】 

原則として、容器の容量を保管容量とします。 

 

【容器を使用せずに保管する場合】（「図１ 保管容量の考え方」参照） 

・廃棄物が囲いに接しない場合、囲いの下端から勾配が５０％以下（角度にして約２６．５°）

となるように積み上げてください。 

・廃棄物が囲いに接する場合、囲いから２ｍの範囲は、囲いの高さから０．５ｍ以下の高さま

でしか積み上げることはできません。 

 

なお、最大保管量は、一日当たりの平均搬出量の７日分を超えてはいけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１ 保管容量の考え方 

 

※注 ・図中の点線は、保管できる上限を表しています。 

   ・図中の「Ｈ」は高さを、「２×Ｈ」はＨの２倍の距離を表しています。 

 

２ 保管場所の基準 
・保管場所には、保管を行う産業廃棄物の種類を示す表示を掲げてください。 

・保管場所には、保管場所および最大保管量を示す基準線（約１０ｃｍ幅）を床面、壁面等

に引いてください（「図２ 基準線の例」参照）。 

・基準線の下端を最大保管高さとするため、産業廃棄物は基準線を隠さないように保管し

てください（「図３ 基準線の書き方」参照）。 

・選別場所を、廃棄物の保管場所として使用することはできません。選別前の廃棄物を保管

する場合は、選別場所とは別に保管場所を設置してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 基準線の例 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
擁
壁 

約２６．５° 

５０％勾配 

２ｍ 

０．５ｍ 

Ｈ ｍ 

（２×Ｈ） ｍ 

最大保管量を示す基準線 
保管容器の場所を示す基準線（床面）  
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図３ 基準線の書き方 

 

 

３ 掲示板の記載方法 
・積替え保管施設には、施設の外部から見える場所に掲示板を設置してください。 

・掲示板の記載内容は、「図４ 掲示板の記載内容」を参照してください。 

 

・掲示板の大きさ ： 縦１ｍ以上×横２ｍ以上 

 材質 ： 紙以外で耐候性のあるもの 

 文字 ： ペンキ等、耐候性のあるもの 

 

 

産業廃棄物 特例認定積替・保管施設 

認
定
取
得
業
者
名 

処理業者名・代表者名   

本店所在地・電話番号   

施設の設置場所   

施設責任者名   

保管する産業廃棄物の種類および
保管量   

最大保管高さ   

認定番号 第＊＊＊＊＊＊号 

許可条件 ※認定証に書かれた条件のうち、 
市が指示したものを記載してください。 

 

図４ 掲示板の記載内容 

  

最大保管高さ 

※基準線の下端 

基準線 

（約１０cm

幅） 

産業廃棄物 
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４ その他 
積替え保管に関する基準は、産業廃棄物については廃棄物の処理及び清掃に関する

施行令（以下｢令｣という。）第６条に、特別管理産業廃棄物については令第６条の５

に規定されています。令第６条に規定されている基準の一部を、以下に記載いたしま

す。 

 

 

①保管は、積替え（基準に適合するものに限る）を行う場合を除き、行ってはならな

い。 

 

 

・あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。 

    ・搬入された産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量

を超えるものでないこと。 

・搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。 

 

②周囲に囲いが設けられていること。 

 

③保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭がな

いように次に掲げる措置を講ずること 

 

 

・保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合は、当該汚水による公共の水域

及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けると

ともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。 

 

④ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。 

 

⑤保管する産業廃棄物の数量が、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出

量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。 

 

 

・基準を満たすために必要な設備等の内容につきましては、積替え保管を行う産 

 業廃棄物の種類等により異なります。あらかじめ、事前計画書提出先（P４参

照） 

 までご相談ください。 

 


